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0120-09-2794

1.特別寄与料の請求権の創設 （令和元年7月1日施行）

相続人以外の親族（長男の嫁）が被相続人（義父、義母）の介護をしても、
遺言がないと相続財産を取得することができませんでした。

介護をした被相続人の親族（長男の嫁）は相続開始後に相続人に対して金銭の請求をすることができるよう
になりました。

介護をした長男の嫁と相続人（例えば義弟など）のあいだで、特別寄与料の請求についてトラブルになるこ
とが予想され、これまで以上に生前の相続対策が重要になると考えられます。
また、特別寄与の請求をするにあたっては、その根拠資料として介護日誌などの記録や、かかった費用の
レシート、領収証などを保存しておきましょう。

民法改正、うちの相続どうなるの？

これまで

改正後

つまり‥

ベルモニー会館さまの葬祭セミナーで講師を致します！

日時：7月17日(水) 10：00～ 1時間程度
会場：ベルモニー会館 別邸応神
タイトル：専門用語を使わない相続遺言講座

まるく つなぐよ

コスモス通信は、これまで当センターにご依頼いただいたお客様、セミナーに
ご参加いただいた方、その他、ご縁をいただいた皆様にお届けしています。

個別相談会を開催します！無料

無料

※ご出席を希望される方は 0120-09-2794 までお問い合わせください。

相続で大切な
ことを分かりや
すくお話ししま

す。

※開催日程など、変更になることがございます。事前に0120-09-2794まで
予約をお願い致します。



日本相続知財センター®徳島支部
一般社団法人 コスモス相続総合支援プロジェクト

〒770-0923 徳島市大道一丁目２６番地２ 大道オフィスビル２Ｆ

まるく つなぐよ
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http://www.cosmos-souzoku.or.jp

ご相談・お問合わせは ※コスモス通信の送付を希望されない方は下記のフリーダイヤルまでご連絡下さい。

チェ
ック ポイント 問題点

1 □ 離婚経験があり、前妻（夫）の子がい
る

前妻（夫）との間に子があり、疎遠な場合。夫（妻）が何もせず亡く
なった場合、預金解約・不動産相続などの手続には、前妻（夫）の子
の同意が必要。

2 □ 子供がいない夫婦
子供のいない夫婦の場合、相続には配偶者の兄弟姉妹の同意が
必要。

3 □ 相続人が兄弟姉妹のみ
お世話になった兄弟姉妹に遺してあげたい。
兄弟姉妹間でトラブルにならないようにしたい。

4 □ 「不動産」と「お金」のバランスが悪い
相続財産の大半が不動産で、現金がわずかな場合。

分けにくい・分けられない・分けるべきではないので、もめることが
多い。

5 □ 事業の承継が心配 自社株のバランスは？

6 □ 財産を多く遺したい子供がいる お墓・仏壇を守る子供、介護をしてくれた子供に多く遺してあげたい。

7 □ 生前贈与した子供がいる
すでに不動産やお金をあげた子供には相続させなくてもいいと思っ
ている。他の子供に遺すには、どうしたらいいか？

8 □ 相続税が心配 納税資金が不安。生前に節税対策をしたい。

9 □ 遺贈寄付したい（相続人がいない）
相続人がいないことが確定すると、財産が国に帰属することになる。
※相続人不存在による国庫帰属 Ｈ２８年度約440億円

10 □ 障害のある子供がいる 自分が亡くなった後、財産をどのように分けたらいいのか？

相続トラブル チェックシート（遺言編） 一度ご確認を！

孫の名で預金をしても あげてないなら 相続財産

「そのうちに」 言ってるうちに 手遅れに

遺言は 家族へ最後の ラブレター

相続診断士川柳

新コーナ―！

相続について思ったこ
とを川柳にしました！


